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議   事   の   大   要  

 

 

議  長   それでは、第６回第２農地部会を開会いたします。 

       本日の欠席は２２番 中野 たつ子委員の１名で出席委員数は９名でござい

ます。 

       議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       １７番 西森 偉統委員、２４番 岡田 勇樹委員の両委員にお願いしたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとおり

でございますのでよろしくお願いいたします。 

       それでは初めに会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

       番号１から６で、件数は６件、合計面積は１８，３６６㎡で、その内訳は田が

１８，２０８㎡、畑が１５８㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約

したものであります。 

  

       ２ページから８ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１２で、件数は１２件、合計面積は４６，９０２．４２㎡で、その

内訳は田が３５，８１５㎡、畑が１１，０８７．４２㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性がありま

すので、届出人に対して指導しております。 

 

       ９ページをお願いいたします。 

       報告第３号 時効取得による所有権の移転について、でございます。  

       番号１ 権利者     、申請地は田で、取得年月日は平成１２年４月１日

でございます。 

       番号２ 権利者     、申請地は田で、取得年月日は平成１６年１月１日

でございます。 

       以上、件数は２件、合計面積は４０１㎡で、すべて田でございます。 

       この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所有

地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

 

       １０ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござい

ます。  

       番号１ 水路用地 

       以上、件数は１件、合計面積は６．１５㎡で、すべて畑でございます。 
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       １１ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移

転）でございます。 

       番号１ 宅地分譲用地 

       以上、件数は１件、合計面積は１，０８９㎡で、すべてその他でございます。 

  

       １２ページをお願いいたします。 

       報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

      （使用貸借）でございます。 

       番号１ 一般個人住宅用地 

       以上、件数は１件、合計面積は３３７㎡で、すべて畑でございます。 

       報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を議

題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１３ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）でご

ざいます。 

       番号１、地区 久居、申請地 戸木町八丁山    、登記地目 山林、現況

地目 畑、面積 ２１９㎡ 外１筆、合計面積 ４０７㎡、受人     、面

積７２３㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、営農縮小のためです。 

  

       番号２、地区 久居、申請地 戸木町濱塚    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 １，１９０㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、農業廃止のためです。 

  

       番号３、地区 久居、申請地 戸木町狐塚    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ６２８㎡、受人     、面積 １８，９５４㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、労力不足のためです。 

  

       番号４、地区 大井、申請地 一志町大仰西世古    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １２８㎡ 外１筆、合計面積 ２７０㎡、受人     、面

積 ７，７４３㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、耕作不便のためです。 

 

       番号５、地区 大井、申請地 一志町大仰西世古    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ３５０㎡ 外７筆、合計面積 ８，５０７㎡、受人     、

面積 ７，７４３㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、農業廃止のためです。 

  

       １４ページをお願いいたします。 
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       番号６、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬庵ノ前    、登記地目 田、現

況地目 畑、面積 ６０３㎡ 外５筆、合計面積 ６，３６７㎡、受人     、

面積 ２８，６３７㎡、渡人      外４名。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

  

       番号７、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬岩ノ谷    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １，６１９㎡、受人     、面積 ８，６４３．９３㎡、

渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、労力不足のためです。 

  

       番号８、地区 八幡、申請地 美杉町奥津中垣内    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ７１０㎡ 外２筆、合計面積 １，５５２㎡、受人     、

面積 ５，６８８㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

  

       １５ページをお願いいたします。 

       以上、件数は８件、合計面積は２０，５４０㎡で、その内訳は田が１６，１０

１㎡、畑が４，０３２㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・地域

との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

       １番から３番、地区久居、お願いします。 

 

田口委員   ６番田口です。７日に現地を見て参りました。諸戸部会長、野田委員、推進委

員３名と事務局で見て参りました。事務局説明通りでございます。問題ないと思

います。 

       ２番も同じでございますが、これも問題ないと思います。 

       ３番も、事務局説明通りでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ４番、５番地区大井、お願いします。 

 

宮本委員   １５番宮本です。７日に池山委員、地元推進委員立ち会いで確認しました。 

           が営農をやるということで、農地としては問題ないと思います。よろ 

      しくお願いします。 

       ６番の波瀬は前に出てきた    という人。 

       ７番は岩ノ谷に出た物件です。 

 

議  長   ８番、地区八幡、お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。８番八幡を説明します。７日に地元推進委員と事務局で権利

関係者と現地立ち会いを致しました。受人は耕作地拡大のため、営農拡大という
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ことです。以上です。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたら。よろし

いですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定した

いと思います。 

続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい 

てを議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でございま

す。  

       番号１、地区 久居、申請地 戸木町八丁山    、登記地目 山林、現況

地目 雑種地、面積 ４０２㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場・資材置場用地とするものです。 

       平成２６年頃に駐車場と資材置場にした旨の始末書の提出がありますことか

ら、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は４０２㎡で、すべてその他でございます。 

       これらの案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

 

田口委員   ６番田口です。７日に現地を見て参りました。諸戸部会長、野田委員、事務局

と推進委員が３名と見て参りました。何も問題ないと思います。よろしくお願い

します。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたらお伺いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
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議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定した

いと思います。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願につ 

いて（所有権移転）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移

転）でございます。  

       番号１、地区 栗葉、申請地 庄田町谷口    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ９９１㎡ 受人     、渡人     。 

       この案件につきましては、令和６年３月１８日付けにて許可を受けましたが、

転用事業計画に変更が生じたため、許可の取消願いが提出されております。 

  

       以上、件数は１件、合計面積は９９１㎡で、すべて畑でございます。 

       以上で説明終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

       １番、地区栗葉、お願いします。 

 

野田委員   ７番野田です。事務局の説明通りでございまして、３月１８日に現地の確認を

して許可が下りた案件でございますが、転用計画に変更が出たと取消願が出され

ました。何ら問題ないとおもいます。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については承認することに決定した

いと思います。 

続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい 
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て（所有権移転）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。  

       番号１、地区 久居、申請地 久居藤ケ丘町藤谷    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ３２７㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１４２㎡、パネル設置率は、４３．４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 久居、申請地 久居小野辺町畑山新田    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ６５４㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２３２．４㎡、パネル設置率は、３５．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 大井、申請地 一志町大仰西世古    、登記地目 畑、現

況地目 宅地、面積 ３２９㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を農業用施設用地とするものです。 

       昭和６２年に倉庫にした旨の始末書の提出がありますことから、これを追認し

ようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 高岡、申請地 一志町高野池の端    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ７５０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３５５．１㎡、パネル設置率は、４７．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 倭、申請地 白山町南出猫座    、登記地目・現況地目と

も田、面積 １，１４５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４１３．３㎡、パネル設置率は、３６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は５件、合計面積は３，２０５㎡で、その内訳は田が１，８９５㎡、

畑が１，３１０㎡でございます。 

       これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま
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す。 

       １番、２番、地区久居、お願いします。 

 

田口委員   ６番田口です。７日に諸戸部会長、野田委員、中野委員と事務局、地元推進委

員３名と見て参りました。問題ないと思います。事務局の説明通りでございます。 

       ２番についても同じで、事務局の説明通りでございます。 

 

議  長   ３番、４番お願いします。 

 

宮本委員   １５番宮本です。７日に池山委員、事務局と地元推進委員と現地を見ました。

事務局の説明通りで、何も問題ありません。よろしくお願いします。 

 

池山委員   １４番池山です。６月７日に宮本委員と推進委員２名で見て参りました。この

辺一帯が太陽光になりつつあるのですが、    の南２００メートルぐらいの

ところ、以前の水田です。この辺一帯が太陽光になりつつあります。問題なかろ

うと確認しました。 

 

議  長   ５番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番中谷です。６月７日に西森、中谷両委員と地元推進委員、白山の事務局

とで見て参りました。当該地、直ぐ南に太陽光があり、耕作には適さない土地だ

と思います。太陽光発電施設になってもしかたないかなと思います。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたらお伺いし

たいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定した

いと思います。 

続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい 

て（賃貸借権）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。  

       番号１、地区 栗葉、申請地 庄田町若林    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 １７０㎡ 外２筆、合計面積 ５７８㎡、借人     、貸人  

          。 
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       これにつきましては、申請地を貸駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 栗葉、申請地 庄田町若林    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ５２㎡ 外３筆、合計面積 ６６８㎡、借人     、貸人   

   。 

       これにつきましては、申請地を貸駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 栗葉、申請地 庄田町若林    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ２５４㎡、借人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を貸駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 栗葉、申請地 庄田町若林    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ３０㎡、借人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を貸駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は４件、合計面積は１，５３０㎡で、その内訳は畑が１，３９２㎡、

その他が１３８㎡でございます。 

       これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

 

野田委員   ７番野田です。６月７日に諸戸部会長、田口委員、中野委員、地元推進委員３

名と久居事務局で見て参りました。１番から４番は同じ場所なので一括して説明

をさせていただきます。周辺はすでに駐車場とか住宅として開発が進んでいると

ころでありまして、何ら問題は無いものと思われます。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第５号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定した
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いと思います。 

次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を 

改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積 

計画の決定について＜別冊＞を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について、でござ

います。 

       それでは、資料の１ページ、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１７，７０２㎡、畑の使用

貸借で５２８㎡、契約件数は８件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借で２６，８８３㎡、契約件数は１２件で

ございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３３，１８２．７７㎡、契

約件数は１２件でございます。 

       美杉地区につきましては、該当がありませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて７７，７６７．７７㎡、

畑の集積が使用貸借で５２８㎡、合計契約件数は３２件、合計面積は７８，２９

５．７７㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区６件、一志地区１１件、白山地区１２

件、美杉地区０件で、合計２９件、合計面積は７５，２２２．７７㎡でございま

す。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で９０．０％、面積で９６．０％となっ

ております。 

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたします。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて「農用地利用集

積計画の概要」の整理番号の左側欄外にアルファベットの「Ｎ」を記載していま

す。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規の中間管理事業が７件ありま 

す。  

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤強

化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定に

よる、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

       最後に、２ページからの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回

の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件はございません。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       それでは、ご審議をお願いします。皆さんいかがでしょうか。 
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部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま、審議をいただきました案件について、ご

異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましては適正であると認め、市長

に進達することにいたします。 

次に別冊でお配りしました議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法 

律第１８条第３項の規定による意見書の提出について（賃貸借権）を議題とい 

たします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権）、でございます。 

       それでは１ページをお願いします。 

       件数は１件、合計面積は４，１５６㎡で、その内訳は田が１，５５８㎡、畑が

２，５９８㎡でございます。 

       意見の提出については、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地である

ときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。農業委員会

は賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条

第５項第２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、

「農地所有適格法人であるか等」の要件を満たしているかを確認し、意見書を提

出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを確

認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては農地中間管理事業の

推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たしてい

ると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       それでは、ご審議をお願いします。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま、審議をいただきました案件について、ご

異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましては適正であると認め、農地
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中間管理機構に意見書として提出することにいたします。 

以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これをもちまして、第６回第２農地部会を閉会します。 

午後２時２８分 

    

 

上記は、第６回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

令和６年６月１７日 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 


